
４　航路制限範囲

【留意事項】

・航行可能航路幅　最小16m

・吊足場設置のため、航路の上空制限はA.P.+6.00m
　（A.P.+6.00m以上の範囲に工事用の吊足場を設置）

・航路上流側、下流側　各１隻警戒船配備

・航路利用者への周知のため、横断幕を設置

○工期：　令和７年度青海橋上部工撤去工事　（令和７年１１月～令和８年１０月　予定）
　　　　　
　　　　　※完了後も後続工事を発注予定


